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D-448 カルシウム（ロモソズマブ（遺伝子組換え）投与時） 

 

《令和 6 年 12 月 5 日新規》 

 

○ 取扱い 

 原則として、ロモソズマブ（遺伝子組換え）（イベニティ皮下注）の初回

投与時におけるカルシウムの算定は認められる。 

 

○ 取扱いの根拠 

 ロモソズマブ（遺伝子組換え）（イベニティ皮下注）については【禁忌】

に「低カルシウム血症」があり、添付文書の【重要な基本的注意】には「低

カルシウム血症やマグネシウム、intact-PTH 等の骨・ミネラル代謝異常

がある場合には、本剤投与前にあらかじめ治療すること。」とある。 

 したがって、ロモソズマブ（遺伝子組換え）（イベニティ皮下注）の初回

投与前のカルシウム測定は必要な検査であり、算定は原則認められると整

理した。 

 


